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宮廃審第  号  

令和８年２月 日 

 

宇都宮市長 佐 藤 栄 一  様 

 

宇都宮市廃棄物減量等推進審議会 

会長 内 藤 良 弘    

 

宇都宮市一般廃棄物処理基本計画について（答申） 

 

令和７年１０月３日付け宮廃政第７４５号で諮問のあった「宇都宮市一般廃

棄物処理基本計画について」は，下記のとおり答申いたします。 

 

（案） 
別紙１ 
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【答申事項】 

はじめに 

近年，循環型社会の形成に向け，食品ロス削減の推進や海洋プラスチック

ごみなどへの対応に加え，新たに廃棄物分野における脱炭素化や，資源の更

なる有効活用を図るサーキュラーエコノミー（循環経済）への移行等が求め

られております。 

また，生活排水処理についても，施設の老朽化など生活排水処理事業を取

り巻く環境が厳しさを増す中，生活排水の適正な処理による良好な水環境の

確保が求められています。 

一般廃棄物処理基本計画は，ごみ処理及び生活排水処理の指針となる計画

であることから，廃棄物を取り巻く新たな動向や，人口減少・ライフスタイ

ルの変化などの社会情勢についても考慮し，中・長期的な視点から，計画を

推進する必要があります。 

当審議会は，このような基本的認識のもと，宇都宮市一般廃棄物処理基本

計画の策定にあたり，令和７年１０月３日に宇都宮市長から諮問を受け，３

回の会議を開催し，議論を重ね取りまとめましたので，以下の意見を付して

答申とします。 

 

 

１ 基本指標・基本施策・取組指標について 

（１）基本指標における目標値について 

基本指標の目標値については，廃棄物を取り巻く新たな動向等を踏まえ，

実施可能な様々な施策事業を計画に位置づけることにより，国の目標値

に近づけるよう努めており，適切に設定されている。 

 

 

（２）ごみ処理基本計画の基本施策について 

   資源循環利用に向け，まずはごみの発生抑制・再使用に努め，そのうえ 

で排出されるごみに対してはリサイクルが重要となるが，基本施策２－

１に「分別徹底の促進」を新たに設定しており，分別を徹底し資源化す

るという視点を強化したことは評価できる。 
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（３）フードドライブの取組指標について 

    食品ロス発生抑制に向け，さらに高い目標値を設定したことは評価で 

きる。 

計画の進行管理にあたっては，参加者数や減量効果の把握を引き続き 

行うとともに，受け入れた食品を関係機関等と連携し，継続的・効果的

に活用できるよう努めること。 

 

（４）生活排水処理基本計画の基本施策について 

生活排水の適正な処理に向け，生活排水処理施設の計画的な整備と接 

続及び維持管理に関する効果的な施策を着実に実施すること。 

 

 

 

２ 施策事業について 

（１）脱炭素・３Ｒ普及啓発の推進 

   脱炭素・３Ｒの更なる普及啓発に向け，環境出前講座やイベント等を開

催する際は，他市の事例を参考にしながら，子ども目線での周知啓発や親

子をターゲットとした施策など，子どもたちへの環境教育の充実を図るこ

と。 

    

（２）プラスチック製品の分別の推進 

   依然として，焼却ごみの中には，資源物である「プラスチック製容器包

装」が含まれていることから，プラスチック製品の資源化にあたっては，

プラスチック製容器包装の分別方法も併せて周知するなど，適正な分別を

促すことができる分かりやすい周知を図ること。 

  

（３）火災対策の推進 

    近年，ごみ処理施設等においてリチウムイオン電池等を起因とした火 

   災が多発していることから，本市においても，市民へ廃棄物による火災

の危険性とリチウムイオン電池等の適切な分別方法について，分かりや

すい周知を図ること。 

 

（４）ごみ有料化等の検討 

    他市事例等を参考にし，市民負担等に配慮しながら，本市に適した家

庭ごみ有料化制度について検討を行うこと。 
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（５）事業系ごみの適正処理の推進 

事業者への戸別訪問指導時等を活用し，サーキュラーエコノミーへの

移行につながるよう，更なるごみ減量や資源循環の方策など，先進事例

の情報発信に努めること。 

 

（６）不法投棄の未然防止・拡大防止の推進 

 不法投棄件数の減少に向け，引き続き地域住民と連携しながら，パト

ロールによる巡回監視や監視カメラによる定点監視などの取組を行うこ

と。 

 

（７）生活排水処理施設への接続促進・合併処理浄化槽の整備推進 

公共下水道の整備が概成している状況を踏まえ，公共下水道への接続

と，単独処理浄化槽及び汲取りからの合併処理浄化槽への転換に関する

施策を，重点的に実施すること。 

 

 

３ 各基本方針を横断する取組 

 本市の目指す循環型社会の形成に向け，市民等の意識醸成や行動変容を促

進するため，３つの基本方針を横断する取組として，「サーキュラーエコノ

ミーへの移行を支える資源循環の推進」や「食品ロス削減の推進」を設定し

たことは評価できる。 

今後，施策事業を着実に推進できるよう，市民・事業者・行政が一体とな

って取り組むこと。 

 

 


